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省エネ家電普及促進フォーラム 

 ロゴマーク運用Ｑ＆Ａ 

 

Q1. ロゴマークの運用の基本的な考え方は？ 

A1. ロゴマークの運用の基本的な考え方は、以下の通りです。 

(1) 省エネ家電フォーラムのロゴマークは、以下に示す通り、マークと「ハロー！省エネ家電」

というキャッチフレーズが一体としてデザインされており、全体で一つのロゴマークとなっ

ています。 

 

 

 

(2) ロゴマークの使用開始は、平成 19 年 10 月 18 日（設立総会終了後）からとしています。 

(3) ロゴマーク（キャッチフレーズを含む）は、原則として、省エネ家電製品の普及を促進する

という本フォーラムの趣旨に賛同し、会員登録をした、企業・団体のみが使用可能です。 

(4) ロゴマークの使用は、本フォーラムの趣旨に合致するものでなければなりません。 

(5) ロゴマークは、次のような使用をすることはできません。 

① 募金活動と結びつけて使用すること 

② 提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして使用すること 

③ 法令や公序良俗に反するような方法で使用すること 

④ その他「省エネ家電フォーラム」の趣旨に明らかに反するような方法で使用すること 

(6) 使用方法、表現についての責任は、ロゴマークの使用者が負うことになります。したがって、

本フォーラムの趣旨に合致しない誤った使用による誤解、クレーム等に対しては、フォーラ

ムおよび事務局は一切責任を負えませんので、留意願います。 

 

Q2. ロゴマークの使用方法は？ 

A2. ロゴマークの使用方法は、以下の通りです。 

(1) ロゴマークは、本フォーラムの趣旨に賛同し、省エネ家電フォーラムに会員登録後、フォー

ラムポータルサイトから電子データをダウンロードすることで、利用可能となります。 

(2) ロゴマークを使用する場合は、原則として、本フォーラムに参加、応援していることを示す

文言を付記して下さい。 

文言の例：私たちは、「省エネ家電フォーラム」に参加しています。 

     ○○○は、「省エネ家電フォーラム」を応援しています。 など 

(3) ロゴマークの使用については、キャッチフレーズ「ハロー！省エネ家電」と一体として使用

することを原則としますが、キャッチフレーズ「ハロー！省エネ家電」のみの使用も可能で

す。 
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(4) キャッチフレーズ「ハロー！省エネ家電」と一体として使用する場合は、マーク及びキャッ

チフレーズ全体のデザインの拡大・縮小は自由です。ただし、地球マーク及びｅマークとキ

ャッチフレーズの関係は、両者が一体としてデザインされたものであることから、その一部

のみを拡大・縮小して使用することはできません。 

(5) ロゴマークの使用については、統一性を保つため、「別紙１」に示す３パターン（基本形、バ

リエイション１、バリエイション２）から選択して下さい。なお、その必要性が高いと認め

られる場合は、バリエイションを追加します。 

(6) バリエイションを追加した場合は、省エネ家電フォーラムのポータルサイトからダウンロー

ドできるようにし、ポータルサイトで新着情報として掲載します。 

(7) ロゴマークの色指定については、「別紙２」の通りです。 

 

Q3. ロゴマークを、「商品」、「商品の個装」、「商品の値札」に貼っても良いか？ 

A3. 「省エネ家電」の基準が明確でないため、ロゴマーク貼付けの有無が、省エネ性の有無を表わし

ていると誤解される恐れが有り、不公正な表示となる恐れが有ります。したがって、「商品」、「商

品の個装」、「商品の値札」等、個々の製品が特定されるものについては、貼ってはいけません。

また、同様の理由により、特定の製品や商品名、ブランド名として使用することはできません。

ロゴマークは、あくまで、省エネ家電の普及促進活動の象徴として使用するものとしていますの

で、留意願います。 

 

Q4. ロゴマークの使用報告は？ 

A4. ロゴマークを使用した場合は、参考までに、利用見本（原稿の電子データ、印刷物等）や写真等

を、後日、フォーラム事務局宛に郵送またはメールで送付して下さい。 

 

Q5. 統一キャンペーン用ロゴの使い方は？ 

A5. 統一キャンペーンロゴはダウンロードページにてご案内しているパターンで使用可能です。（ダ

ウンロードページよりお使い下さい。） 

 

Q6. ロゴマークについての問合せ先は？ 

A6. ロゴマークについて、不明点が有る場合は、以下の省エネ家電フォーラム事務局に問合せ願いま

す。 

   [省エネ家電普及促進フォーラム事務局] 

     (財)省エネルギーセンター スマートライフ推進本部 

        TEL:03-5543-3013、FAX:03-5543-3887、E-mail：kaden-forum@eccj.or.jp 

 

以上 

 


